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 2015年8月、モンゴル教育文化科学省と人口開発社会保障省の要請に

基づき、ＪＩＣAは「障害児のための教育改善プロジェクト」を開始しま

した。このプロジェクトは、パイロット地域、パイロット校での取り組み

を通じ、障害の早期発見、子どもたちに対する発達支援や教育のモデルを

構築することを目指しています。 
 

 現在、モンゴルにおいて障害のある子どもたちは以下の課題に直面して

います。 

プロジェクトの紹介 

プロジェクト対象地域 

 本プロジェクトでは、これらの課題と向き合い、ひとりでも多くの子ど

もが質の高い教育を受け、社会の中で生活していくことができるようモン

ゴル側関係者とともに取り組みます。 

 ウランバートル市及び地

方部からパイロット区/県

を選定します。ウランバー

トル市からはバヤンゴル区

が選定されました。 

 ウランバートル市の4つ

の知的障害対象の特別学校

（第25、55、63、70特

別学校）は、各2校の通常

学校（パイロット校）と協

働して活動していくことに

なりました。特別学校の知

見を近隣の通常学校に伝え

ていくために、助言活動を

実施しています。 

プロジェクト事務所： 

○ 教育文化科学省： 

  Government Building Ⅲ 

  212号室 

○ 人口開発社会保障省： 

  国立リハビリテーションセン      

ター209号室 

電話：976-9424-0702 

         976-8634-0702 

メール：jica15start@gmail.com 
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教育の質に関する課題 
 

・教育内容が各自のニーズに合致して

いないこと 

・教員の指導力が不足していること 

・1クラスあたりの子どもの人数が多

いこと 

・障害児を指導する教員の、モチベー

ションを向上させる仕組みがないこ

と 

・教材、機材、施設が不足しているこ

と 

教育のアクセスに関する課題 
 

・障害の把握が困難であること 

・医療、教育、福祉面からの包括的な

発達支援が不足していること 

・就学先が不十分であること 

・保護者・地域社会の障害に対する理

解が不足していること 

・保護者の就労が困難となり貧困に陥

り易いこと 

・道路、公共交通機関が未整備なため

通学が困難なこと 
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返った後、日本におけるインクルーシ

ブ教育システム構築について紹介しま

した。さらに、大阪にて30年以上に

わたり実践されてきた、障害のある子

どもとない子どもが通常学級にて共に

学ぶ取り組みについても紹介しまし

た。 
 

 プロジェクトでは、多様な子どもを

受け入れ、適切な教育を提供すること

を追求するプロセスを大切にしなが

ら、モンゴルにおけるインクルーシブ

教育の在り方について検討を続けてい

きます。 

2015年12月21・22日、NGO 

Open Society Forum主催「障害児

のための教育フォーラム」が開催さ

れ、教育文化科学省、国立教育大学、

特別学校や幼稚園等の教育関係者、障

害児の保健・教育・社会保障中央委員

会、当事者団体、保護者によるNGO

関係者等、多数が集まりました。

フォーラム初日には、合計11本の発

表と協議が行われました。 
 

 本プロジェクトの専門家による発表

では、モンゴルにおける障害児のため

の教育を国際的な潮流とともに振り

「障害児のための教育フォーラム 」での発表 

早期介入について、写真や動画などを

用いて紹介しました。また、障害や発

達の遅れのある子どもに対して療育を

行うこと、子育て支援等を通じて保護

者へ丁寧な説明や対応を行うことの重

要性、それらを支えるシステムの確立

等についても解説を行いました。その

後、各支部委員会から活動状況や課題

などの報告を受けました。 
 

 プロジェクトでは、今後、用語の整

理、障害理解、必要な知識や技能の向

上に取り組むことはもちろん、活動に

対する支部委員会のモチベーションを

高めるために働きかけを行っていきま

す。 

 「障害児のための保健・教育・社会

保障委員会」は、障害の早期発見とそ

の後の発達支援を目的とする委員会で

す。2014年6月には、人口開発社会

保障省管轄下の国立リハビリテーショ

ンセンターに中央委員会が、ウラン

バートル市の全9区及び地方部全21

県に支部委員会が設置されました。 
 

 2015年9月9日、プロジェクトは

中央委員会と協力し、ウランバートル

市9区の支部委員会を対象にセミナー

を開催いたしました。 
 

 セミナーでは、本プロジェクトの専

門家が日本における障害の早期発見・

「障害の早期発見・早期介入」セミナー 

あれば、通常の学級に入って一緒に活

動できるのではないか」「正式に特別

学級が開設されるのを待たず、教員た

ちで可能な活動から始めたい」という

声も聞かれました。 
 

 翌21日、同校が開催したクリスマ

ス会には障害のある子どもたち8名と

保護者が参加しました。前日の活動の

様子を見て、参加したいという気持ち

が芽生えたようです。これらの子ども

たちに、就学の機会をどのように開い

て行くことができるか、学校や保護者

と協力しながら取り組んでいきます。 

 

 ウランバートル市第26学校は、市

の中心から35キロほどのところに位

置し、ウランバートルでは規模の小さ

い学校です。 
 

 2015年12月20日、就学に困難を

抱える障害のある子ども4名とその家

族が同校に集まり、交流活動を実施し

ました。5年生の児童10名が自己紹

介やたて笛演奏をした後、グループに

分かれて皆でゲームをしました。その

後、おやつを食べて解散するという1

時間ほどの活動でしたが、参加した子

どもたちはもちろん、保護者もその時

間をとても楽しんだ様子でした。教員

からは、「今日参加した子どもたちで

就学に困難を抱える子どもと第26学校との交流 

障害のある子もない子も一緒に 

ゲームをする様子 

「障害の早期発見・早期介入」 

について日本の事例を紹介 

日本における 

インクルーシブ教育について紹介 
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専門センターとして、障害のある児

童生徒の通常学校での学びや地域社

会における生活を支える活動を行っ

ています。 
 

 各特別支援学校では、「支援部」

等を校務分掌に位置付けて、活動を

行っています。視覚障害及び聴覚障

害特別支援学校は、当該地域におい

て視覚障害、聴覚障害に関する唯一

の専門機関であることも少なくあり

ません。そのため学齢期の児童生徒

だけではなく、乳幼児から成人まで

2015年12月より、知的障害対

象の特別学校4校からパイロット校

として選定された通常学校8校に対

して助言活動を開始しました。これ

は、通常学校に在籍している障害の

ある子どもたちを支援することを目

的とした活動です。 
 

この活動は、日本の「特別支援学

校のセンター的機能」を参考にして

います。日本では、特別支援学校は

蓄積してきた知見に基づき、いわば

特別学校から通常学校への助言活動 

個別教育計画フォーマット作成 

を対象に支援を行っています。障害

に応じた発達支援を行うことはもち

ろん、保護者を支えることも重要な

役割の一つです。 
 

 知的障害、肢体不自由特別支援学

校は、子どもたちの抱える一見、見

えにくい困難さを通常学校教員にも

分かるように説明し、当該児童生徒

の学習面・生活面での課題解決のた

めの手立てを検討するといった支援

を行っています。 
 

 「個別の指導計画」とは、児童生

徒一人一人の教育的ニーズに対応し

て、指導目標や指導内容・方法を盛

り込んだきめ細かい指導計画です。 
 

 日本の特別支援学校や通常学校で

は、特別な教育的ニーズのある子ど

もに対して、同計画が立てられてい

ます。同計画を作成することで、教

職員の当該児童生徒に対する共通理

解が高まり、実践、指導や支援の客

観的な評価と改善につながります。 
 

 モンゴルでは、これまで個別指導

が必要な子どもに対して、「個別教

育計画」が立てられてきました。し

かしながら、同計画のフォーマット

は教員それぞれに任されており、教

職員間で共有されることは一般的で

はありませんでした。 
 

 そこで、プロジェクトチームと特

別学校の教員で行っている勉強会に

て、日本の「個別の指導計画」とモ

ンゴルの「個別教育計画」を比較

し、それぞれの長所や短所について

考えました。そして、モンゴルの教

育に即した「個別教育計画フォー

マット」を作成することになりまし

た。 
 

 2015年12月からフォーマット案

作りを開始し、モンゴルの教員たち

と一緒に特別学校での試行を重ねて

います。（右図：架空の人物の個別

教育計画記載の例。図内の波線は省

略を表している。） 



2015年11月16日から12月11日の4週間、本邦研修「障がいのある子どものための授業づくり」を実施しまし

た。モンゴル教育文化科学省、教育研究所、特別学校、人口開発社会保障省、障害児のための保健・教育・社会保

障中央委員会及びバヤンゴル区の支部委員会から10名が参加しました。 

研修では、講義を通じて障害の早期発見・発達支援、障害のある子どもたちのための教育について紹介したほ

か、国立特別支援教育総合研究所、筑波大学及び附属特別支援学校や文京区立小学校、横須賀市や那須塩原市の関

係機関を視察しました。 

ここでは、モンゴルにおいて障害のある子どもたちへの保健・教育・社会保障サービスを考える際に参考になる

と思われることを２つ取り上げて紹介いたします。 

本邦研修の実施（2015年11月16日～12月11日） 
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障害の早期発見・介入の取り組み 
 

 障害を早期に発見し、早期に介入を行うことは大変重要です。それにより、二次障害を防いだり、障害を持ちな

がら生活していくすべを効果的に学習したり、社会参加に向けた準備をすることができます。また、保護者への支

援を行い、家族の孤独を防ぐこともできます。 

日本では障害児への支援には、障害のある子ども個人に対する医療（リハビリ）と教育の両方が大切と考えられ

てきました。しかし近年、個人に対する医療面、教育面からの支援だけでは不十分であり、家族や地域社会を巻き

込んだ包括的なアプローチが重要だと考えられるようになりました。各発達段階における分野横断的な連携（横の

連携）と発達段階を移行する際の支援者間の連携（縦の連携）が必要です。 

日本では母子手帳、定期健診を活用してスクリーニングを行い、発達の遅れが気がかりな子どもや家族に対して

支援を行っています。 

国際生活機能分類（ICF） 
 

 発達の遅れが気がかりな子どもをどのように支援していけばよいのでしょうか？まず、その子どもの実態を的確

に把握することが重要です。実態把握のツールとして発達検査、知能検査等を思い浮かべる人が多いと思います。

しかしながら、これらの検査だけでは、子どもの発達を全体的に捉えることはできません。この際、有効なのが

「国際生活機能分類（ICF）」の考え方です。ICFの活用例を紹介します。 

 ICFを用いてA君の実態を分析すると、短所だけではなく長所にも気付くことができ、子どもの全体像を理解する

ことができます。また心身機能・構造のみに焦点を当てずに、環境因子等を含めて分析でき、「社会への参加」と

いうゴールに向けて方策を検討することができます。A君のケースでは、「買い物への参加」をゴールとし、地域

住民への啓発やA君家族への教育という方策が見えてきます。 

 

 （出所:河野眞（杏林大学保健学部）2015年度本邦研修資料より  

文部科学省HP http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/032/siryo/06091306/002.htm を参考に作成） 

本邦研修にて講義を受ける様子 本邦研修の共有セミナー 


